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国
民
健
康
保
険
税

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
75
歳
以
上
の
方
全
員
が
加
入
さ
れ
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
開
始
さ
れ
、

健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
対
す
る
支
援
金
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
平
成
20
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
分
と
介
護
分
を
併
せ
て
課
税
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
度

か
ら
新
た
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
を
合
算
し
て
課
税
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

従来の方法

医療給付費分（加入者全員）

介護納付金分（４０歳～６４歳）

平成２０年度からの

算定方法

医療給付費分（０歳～７４歳）

後期高齢者支援金分（０歳～７４歳）

介護納付金分（４０歳～６４歳）

 平成２０年度国民健康保険税納期限日

　１期　平成２０年　６月３０日（月）

　２期　平成２０年　９月　１日（月）

　３期　平成２０年１０月３１日（金）

　４期　平成２１年　２月　２日（月）

 納期限内の納付をお願いします。納期限日ま

でに完納できない場合は納付について早めに税

務課にご相談ください。

 問い合わせ先

　税務課　☎０８５９－５４－５２０８

平成 20年度から変わります


